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　水道事業は、皆さんからの水道料金で運営しています。今回は、平成24年度
水道事業会計決算(第３回市議会定例会で認定)について紹介します。

■主な事業
　安心安全で良質
な給水を行うため、
高茶屋浄水場や片
田浄水場などの整
備を実施するとと
もに、配水効率向
上のための老朽管
更新や管網整備を
行いました。

■業務量の概要
給水人口　27万8,501人
給水戸数　12万6,914戸

年間総配水量　4,097万6,141立方メートル
１日平均配水量　 11万2,263立方メートル
１日最大配水量　 12万5,448立方メートル

■収支の状況
　水道事業会計の収支は、経常的な収支を表す収
益的収支と投資的な収支を表す資本的収支の２種
類に分けられます。
　収益的収支では、単年度で約１億２千万円の純
損失が生じました。また、前年度からの繰越欠損
金が約７億６千万円あり、当年度の欠損金は約８
億８千万円となりました。
　今後、より一層の事業の効率化と計画的な事業
経営に努めていきます。

上水道事業

水道事業会計収支
収益的収支 資本的収支

収益的収支（税抜き）
収益的収入　　65億4,625万6,929円
収益的支出　　66億6,944万1,855円
純損失　　　　 1億2,318万4,926円

資本的収支（税抜き）
資本的収入　　 3億 821万7,482円
資本的支出　　17億8,518万 469円
収支差引　　△14億7,696万2,987円

支出

収入

不足額
14億7,696万3,000円
（通年度損益勘定留保資金等で補てんしました）

建設改良費
9億2,486万7,000円

企業債の
元金償還金
8億6,022万9,000円

他事業からの
負担金など
9,432万3,000円

補助金
7,589万4,000円

企業債借入金
1億3,800万円

投資
8万4,000円

支出

収入

維持管理費
15億2,206万3,000円

受水費
23億7,669万円

人件費
8億620万6,000円

減価償却費
16億3,149万9,000円

企業債の
支払利息
3億3,298万4,000円

給水収益
58億2,943万7,000円

その他
7億1,682万円

純損失
1億2,318万5,000円

管網整備工事
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支出

収入

一般会計繰入金
4億1,512万円

その他
5,040万3,000円

維持管理費
1億3,424万5,000円

建設改良費
7億600万9,000円

公債費
2億8,494万2,000円

総務費
6,910万1,000円

災害復旧費
327万3,000円

使用料及び手数料
5,330万9,000円

国庫補助金
2億4,719万9,000円

市債
4億7,360万円

八幡簡易水道川上浄水場

■主な事業
●下之川簡易水道拡張事業
●八幡簡易水道拡張事業

■業務量の概要
給水人口　4,103人
給水戸数　1,992戸
総配水量　34万7,739立方メー
　トル

簡易水道事業

安心して飲める水を供給するために

簡易水道事業特別会計収支

平成24年度津市給水栓水質検査結果

※数値などは全て、平成24年度の平均値です。

一般細菌
大腸菌
塩化物イオン
有機物等（全有機炭素の量）
pH値
味
臭気
色度（度）
濁度（度）

項　目 水質基準

100個/㎖以下
検出されないこと
200㎎/ℓ以下
３㎎/ℓ以下
5.8～8.6
異常でないこと
異常でないこと
５度以下
２度以下

0
不検出
6.7
0.6
7.3

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満

検査箇所
寿町 榊原町 河芸町上野 芸濃町北神山 美里町足坂

0
不検出
4.3
0.4
7.4

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満

0
不検出
7.1
0.7
7.1

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満

0
不検出
8.6

0.3未満
6.7

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満

0
不検出
4.0
0.5
7.4

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満

収入　　　12億3,963万949円
支出　　　11億9,817万133円
収支差引　 　4,146万816円

収支の状況
（税込み）

　水道水は、人の健康に影響が生じないように、
十分に安全性を考慮した水質基準が設定されてい
ます。そのため、市では、浄水場で緩速ろ過、急
速ろ過、膜ろ過などの方式による適正な浄水処理
を行い、安心して飲むことのできる水道水を供給

することに努めています。
　今後も、安全でおいしい水道水を供給できるよ
う、水質検査体制を整えて十分な水質を保つこと
はもちろん、水源地域の保全にも努めていきます。

一般細菌
大腸菌
塩化物イオン
有機物等（全有機炭素の量）
pH値
味
臭気
色度（度）
濁度（度）

項　目 水質基準

100個/㎖以下
検出されないこと
200㎎/ℓ以下
３㎎/ℓ以下
5.8～8.6
異常でないこと
異常でないこと
５度以下
２度以下

0
不検出
9.0

0.3未満
6.4

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満

検査箇所
安濃町安濃 一志町虹が丘 白山町南家城 白山町伊勢見 美杉町下之川

0
不検出
8.1
0.6
7.6

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満

0
不検出
8.2
0.6
7.4

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満

0
不検出
4.3
0.5
7.6

異常なし
異常なし
1.1

0.1未満

0
不検出
3.4
0.5
7.6

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満
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